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告 示

北海道告示第１７８号

昭和６３年北海道告示第３１５号（騒音規制法に基づく規制地域等の指定）の一部を次のよう
に改正し、平成２３年４月１日から施行する。
平成２３年３月２２日

北海道知事 高 橋 はるみ
次の図（留萌市、七飯町及び音更町の地域に係る部分に限る。）を次のように改める。
「環境保全課及び関係支庁」を「環境推進課並びに関係総合振興局及び振興局」に改める。

（「次のように」は、省略し、北海道環境生活部環境局環境推進課並びに関係総合振興局
及び振興局に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１７９号

昭和６３年北海道告示第３１７号（振動規制法に基づく特定工場等において発生する振動及び
特定建設作業に伴って発生する振動を規制する地域の指定）の一部を次のように改正し、平
成２３年４月１日から施行する。
平成２３年３月２２日

北海道知事 高 橋 はるみ
次の図（留萌市、七飯町及び音更町の地域に係る部分に限る。）を次のように改める。
「環境保全課及び関係支庁」を「環境推進課並びに関係総合振興局及び振興局」に改める。
（「次のように」は、省略し、北海道環境生活部環境局環境推進課並びに関係総合振興局
及び振興局に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１８０号

平成１９年北海道告示第２２５号（悪臭防止法に基づく規制地域等の指定）の一部を次のよう
に改正する。
平成２３年３月２２日

北海道知事 高 橋 はるみ
「環境保全課及び関係支庁」を「環境推進課並びに関係総合振興局及び振興局」に改める。

北海道告示第１８１号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、道営土地改良（新幌地
区（農業用用排水施設））事業の土地改良事業計画を定めた。
その関係書類は、北海道石狩振興局に備え置いて、平成２３年３月２３日から２０日間、一般の
縦覧に供する。
平成２３年３月２２日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第１８２号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条の３第１項の規定により、道営土地改良（小
きよ

清水北地区畑地帯総合整備［担い手支援型］（農業用用排水施設、区画整理、暗渠排水、土
層改良））事業の土地改良事業変更計画を定めた。
その関係書類は、北海道オホーツク総合振興局に備え置いて、平成２３年３月２３日から２０日
間、一般の縦覧に供する。
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平成２３年３月２２日
北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第１８３号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８９条の２第９項の規定により、長沼町南長沼中央
地区の換地処分をした。
平成２３年３月２２日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第１８４号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、次のように保安林を指
定する。
平成２３年３月２２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 保安林の所在場所 様似郡様似町字冬島２０４の３・２０５の３６・２１４の８４・字幌満１１１の

２５（以上４筆について次の図に示す部分に限る。）
２ 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
３ 指 定 施 業 要 件
� 立木の伐採の方法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道日高振興局
産業振興部林務課及び様似町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１８５号

農林水産大臣から、次のように保安林を指定する予定である旨、森林法（昭和２６年法律第
２４９号）第２９条の規定による通知があった。

平成２３年３月２２日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 保安林予定森林の所在場所 夕張市鹿の谷山手町３０
２ 指 定 の 目 的 土砂の流出の防備
３ 指 定 施 業 要 件

� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐は、択伐による。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道水産林務部林務局治山課及
び夕張市役所に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第１８６号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日か
ら２週間、一般の縦覧に供する。
平成２３年３月２２日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 及 び 縦 覧 場 所 供 用 開 始 の 区 間 供用の開始の期日
道道 大 野 上 磯 線 北斗市南大野２２８番３地先から同市南大野２０５番 平成２３．３．３０
北 海 道 渡 島 総 合 振 興 局 ４地先まで
函 館 建 設 管 理 部
道道 上富良野旭中富良野線 空知郡中富良野町字富良野７８６番６地先から同 同 ２３．３．２２
北 海 道 上 川 総 合 振 興 局 郡中富良野町字富良野原野２４９番１地先まで
旭 川 建 設 管 理 部
道道 麓郷山部停車場線 富良野市東京大学演習林３０林班ｃ小班地先から 同
北 海 道 上 川 総 合 振 興 局 同市東京大学演習林３０林班ｃ小班地先まで
旭 川 建 設 管 理 部
道道 幕 別 帯 広 芽 室 線 帯広市東９条南２１丁目１番３９地先から同市東１０ 同 ２３．３．３１
北 海 道 十 勝 総 合 振 興 局 条南１８丁目５番１地先まで 午前１１時
帯 広 建 設 管 理 部

北海道告示第１８７号

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部土木局道路課及び北海道上川総合振興局旭川建設管理部に
備え置いて、告示の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成２３年３月２２日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
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２ 路 線 名 麓郷山部停車場線

３ 道路の区域

区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
富良野市東京大学演習林３０林班 前 １４．４６�から ８６９．２１� ――ｄ小班地先から同市東京大学演 ２２．８４�まで
習林３０林班ｃ小班地先まで

前 １９．８６�から ８７０．００� ――３０．０８�まで

後 １９．８６�から ８７０．００� ――３０．０８�まで

公 表

水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条第１項の規定により、一級河川石狩川水系野津幌

川、月寒川、望月寒川に係る浸水想定区域を指定したので、同条第３項の規定により当該区

域及び浸水した場合に想定される水深を公表する。

これらを表示した図面は、北海道建設部土木局河川課並びに北海道空知総合振興局札幌建

設管理部事業室治水課及び事業課に備え置いて閲覧に供する。

平成２３年３月２２日

北海道知事 高 橋 はるみ

道教育庁石狩教育局告示

北海道教育庁石狩教育局告示第７５号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。

平成２３年３月２２日

北海道教育庁石狩教育局長 伊 藤 文 明

１ 落札に係る物品等の名称及び数量

� パーソナルコンピュータ 一式 ５８台

� パーソナルコンピュータ 一式 ７６台

� パーソナルコンピュータ 一式 ７０台

� パーソナルコンピュータ 一式 ４７台

� パーソナルコンピュータ 一式 ５２台

	 パーソナルコンピュータ 一式 ６３台


 パーソナルコンピュータ 一式 ５０台

� パーソナルコンピュータ 一式 ６３台

２ 落札を決定した日

平成２３年３月３日

３ 落札者の氏名及び住所

� １の�及び�
氏 名 株式会社ＮＴＴ東日本－北海道

住 所 札幌市中央区北１条西６丁目１番地

� １の�、�及び�
氏 名 大丸藤井株式会社

住 所 札幌市中央区南１条西３丁目２番地

� １の	
氏 名 株式会社ＨＢＡ

住 所 札幌市中央区北４条西７丁目１番地８

� １の

氏 名 北海道オフィス・マシン株式会社

住 所 札幌市中央区大通西１６丁目３番地

� １の�
氏 名 株式会社大塚商会

住 所 東京都千代田区飯田橋２丁目１８番４号

４ 落札金額

� ６，３９４，５００円

� ８，３７９，０００円

� ７，８２７，７５０円

� ５，２５５，７７５円

� ５，７８７，６００円

	 ７，０３８，３６０円


 ５，５６５，０００円

� ７，０４４，９７５円

５ 契約の相手方を決定した手続

一般競争入札

６ 一般競争入札の公告

平成２３年１月２８日付け北海道教育庁石狩教育局告示第１２号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地

� 名 称 北海道教育庁石狩教育局企画総務課

� 所在地 札幌市中央区北３条西７丁目
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道 公 安 委 員 会 規 則

北海道警察の組織に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成２３年３月２２日

北海道公安委員会委員長 佐々木 亮 子

北海道公安委員会規則第２号

北海道警察の組織に関する規則の一部を改正する規則

北海道警察の組織に関する規則（昭和４０年北海道公安委員会規則第２号）の一部を次のよ

うに改正する。

目次中「第３７条の４」を「第３７条の５」に改める。

第１８条第５号中「家出人」を「行方不明者」に改める。

第１９条第４号中「いう。）対策及び」を「いう。第３５条の４第２項において同じ。）の」

に改める。

第２０条の１６第４号中「及び刑事警察に係る来日外国人による犯罪」を削る。

第３３条の４の見出しを「（情報発信・広聴室）」に改め、同条中「情報発信室」を「情報

発信・広聴室」に改める。

第３５条の１３を第３５条の１４とし、第３５条の９から第３５条の１２までを１条ずつ繰り下げる。

第３５条の８第２項中「国際犯罪及び刑事警察に係る来日外国人犯罪の捜査並びに」を「国

際組織犯罪対策、国際犯罪の捜査及び」に改め、同条を第３５条の９とする。

第３５条の７を第３５条の８とし、第３５条の４から第３５条の６までを１条ずつ繰り下げ、第３５

条の３の次に次の１条を加える。

（サイバー犯罪対策室）

第３５条の４ 生活安全部生活経済課に、サイバー犯罪対策室を附置する。

２ サイバー犯罪対策室においては、サイバー犯罪の取締り、電磁的記録の解析及び犯罪の

取締りのための情報通信の技術に関する支援に関する事務を行う。

第３７条の４を第３７条の５とし、第３７条の３を第３７条の４とし、第３７条の２を第３７条の３と

し、第２章の２中同条の前に次の１条を加える。

（部長）

第３７条の２ 部長には、警視長又は警視正の階級にある警察官をもって充てる。

第４６条第１項中「及び監察官室」を「並びに監察官室及び函館機動警察隊」に改め、同条

第２項中「、自動車警ら隊」、「、機動捜査隊」及び「、交通機動隊」を削り、同条に次の

１項を加える。

３ 函館機動警察隊の所掌事務は、警察本部の自動車警ら隊、機動捜査隊及び交通機動隊の

所掌に対応する事務とする。

第４７条第２項後段及び第４７条の２第３項後段を次のように改める。

この場合において、同項中「交通課にあっては警察本部の交通企画課、交通指導課、交

通捜査課、交通規制課及び高速道路交通警察隊の所掌に対応する事務」とあるのは「交通

課にあっては警察本部の交通企画課、交通指導課、交通捜査課及び交通規制課の所掌に対

応する事務」と読み替えるものとする。

第４７条の３第２項中「同項中」の次に「「地域課にあっては警察本部の地域企画課、通信

指令課及び鉄道警察隊の所掌に対応する事務」とあるのは「地域課にあっては警察本部の地

域企画課、通信指令課、自動車警ら隊及び鉄道警察隊の所掌に対応する事務」と、「捜査課

にあっては警察本部の刑事企画課、捜査第一課、捜査第二課、捜査第三課、組織犯罪対策

課、捜査第四課及び薬物銃器対策課の所掌に対応する事務」とあるのは「捜査課にあっては

警察本部の刑事企画課、捜査第一課、捜査第二課、捜査第三課、機動捜査隊、組織犯罪対策

課、捜査第四課及び薬物銃器対策課の所掌に対応する事務」と、」を加え、「、交通機動隊

及び」を「及び」に改める。

第５１条第１項の表函館方面本部の項を次のように改める。

函館方面本部 運 転 免 許 課 運転免許試験場

第５２条第３項中「旭川方面本部及び釧路方面本部を除く」を「北見方面本部に限る。以下

この項において同じ」に改め、同条第４項中「旭川機動警察隊」を「函館機動警察隊、旭川

機動警察隊」に改め、「置き、」の次に「それぞれ」を加える。

附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

（刑事訴訟法第１８９条第１項及び第１９９条第２項の規定に基づく司法警察員等の指定に関す

る規則等の一部改正）

２ 次に掲げる規則の規定中「警備課」の次に「、函館機動警察隊」を加える。

� 刑事訴訟法第１８９条第１項及び第１９９条第２項の規定に基づく司法警察員等の指定に関

する規則（昭和２９年北海道公安委員会規則第１号）第２条第４号

� 没収保全等を請求することができる司法警察員の指定に関する規則（平成４年北海道

公安委員会規則第１０号）第１条第４号

� 傍受令状等の請求をすることができる司法警察員の指定に関する規則（平成１２年北海

道公安委員会規則第９号）第２号

北海道地方警察職員の組織別定員に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。
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平成２３年３月２２日

北海道公安委員会委員長 佐々木 亮 子

北海道公安委員会規則第３号

北海道地方警察職員の組織別定員に関する規則の一部を改正する規則

北海道地方警察職員の組織別定員に関する規則（昭和３２年北海道公安委員会規則第３号）

の一部を次のように改正する。

別表を次のように改める。

別表

区 分

組織別

警 察 官
警察官以
外の職員 合 計

警 視 警 部 警部補及び
巡 査 部 長 巡 査 計

北海道警察本部 １６６ ２４５ １，１９４ ４３４ ２，０３９ ５５６ ２，５９５

札 幌 市 警 察 部 （２） （２） （３） （７） （４） （１１）

北海道警察学校 １２ １４ ４４ ３００ ３７０ ２９ ３９９

札幌方面警察署 １０９ ２１４ ２，３０１ １，５５６ ４，１８０ ２３９ ４，４１９

計 ２８７ ４７３ ３，５３９ ２，２９０ ６，５８９ ８２４ ７，４１３

本 部 ２１ ３５ １４６ ３５ ２３７ ６０ ２９７

函館方面 警察署 ２０ ４２ ３９４ ２０２ ６５８ ４４ ７０２

計 ４１ ７７ ５４０ ２３７ ８９５ １０４ ９９９

本 部 ２３ ３６ １７１ ５０ ２８０ ６６ ３４６

旭川方面 警察署 ２８ ６４ ５９３ ２７４ ９５９ ７０ １，０２９

計 ５１ １００ ７６４ ３２４ １，２３９ １３６ １，３７５

本 部 ２６ ３８ １８１ ４８ ２９３ ６７ ３６０

釧路方面 警察署 ２４ ５１ ５２５ ２９２ ８９２ ６０ ９５２

計 ５０ ８９ ７０６ ３４０ １，１８５ １２７ １，３１２

本 部 １７ ３１ ９５ ２３ １６６ ４９ ２１５

北見方面 警察署 １５ ２９ ２５９ １１７ ４２０ ３１ ４５１

計 ３２ ６０ ３５４ １４０ ５８６ ８０ ６６６

合 計 ４６１ ７９９ ５，９０３ ３，３３１ １０，４９４ １，２７１ １１，７６５

注１ 警察教養施設において、新任者として訓練中の者の定員は、北海道警察学校に含め

る。
２ 札幌市警察部の定員は、兼任制のため内数による再掲である。

附 則

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

北 海 道 公 報 第����号 ４１平成２３年３月２２日（火曜日）


